
老
人
ク
ラ
ブ
と
は
？

　

地
域
を
基
盤
と
す
る
高
齢
者
の
自
主
的
な

組
織
で
す
。
仲
間
づ
く
り
を
通
し
て
、
生
き

が
い
と
健
康
づ
く
り
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

楽
し
い
活
動
を
行
い
ま
す
。
知
識
や
経
験
を

生
か
し
て
、
諸
団
体
と
共
同
し
て
地
域
を
豊

か
に
す
る
社
会
活
動
に
取
り
組
み
、
明
る
い

長
寿
社
会
づ
く
り
、
保
健
福
祉
の
向
上
を
目

指
し
ま
す
。

　

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
が
、

60
歳
未
満
の
方
も
大
歓
迎
で
す
。

ク
ラ
ブ
の
魅
力
は
？

○�

住
ん
で
い
る
地
域
で
、
声
を
か
け
励
ま
し

合
う
友
人
が
で
き
ま
す
。

○�

健
康
の
保
持
・
増
進
や
、
生
き
が
い
づ
く

り
に
つ
な
が
り
ま
す
。

○�
知
識
や
経
験
を
生
か
し
、
社
会
活
動
へ
の

参
画
と
貢
献
が
で
き
ま
す
。

○
心
の
安
ら
ぎ
と
充
実
感
が
得
ら
れ
ま
す
。

ク
ラ
ブ
の
活
動
内
容
は
？

○�

健
康
づ
く
り
活
動　

わ
な
げ
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
、
ダ
ー
ツ
な
ど

○�

趣
味
づ
く
り
活
動　

カ
ラ
オ
ケ
、
手
芸
、

囲
碁
、
将
棋
、
菊
づ
く
り
な
ど

○�

ふ
れ
あ
い
活
動　

研
修
旅
行
、
子
ど
も
と

の
ふ
れ
あ
い
教
室
な
ど

○�

教
養
活
動　

料
理
、
法
律
、
健
康
、
交
通

安
全
、
防
災
な
ど

○�

社
会
奉
仕
活
動　

清
掃
奉
仕
活
動
、
花
づ

く
り
活
動
、
訪
問
活
動
な
ど

老
人
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

募
集
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
近

く
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
か
、
左
記
事
務
局
ま

で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

○�

西
条
市
（
兼
西
条
地
区
）
老
人
ク
ラ
ブ
連

合
会
事
務
局

　
（
市
庁
舎
本
館
１
階　

高
齢
介
護
課
内
）

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
２

○
東
予
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

　
（
東
予
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課
内
）

℡
０
８
９
８

－

６
４

－

２
７
０
０

○
丹
原
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

　
（
丹
原
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課
内
）

℡
０
８
９
８

－

６
８

－

７
３
０
０

○
小
松
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

　
（
小
松
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課
内
）

℡
０
８
９
８

－

７
２

－

２
１
１
１

西
条
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

老
人
ク
ラ
ブ
に
入
会
し
ま
せ
ん
か

　体力の低下や日常生活に支援が必要と感じるな

ど、気になることがあればご相談ください。市が

行う「介護予防・日常生活支援総合事業」や「介

護予防サービス」の利用を支援します。

介護予防を支援します

地域包括支援センター

サブセンター西部

（新設）

東予・

丹原・小松

東予総合支所１階

市民福祉課隣

TEL0898－64－5613

新たに地域の身近な
　　　　　高齢者総合相談窓口を開設

東予・丹
原・

小松地区

担当地区

※開設日時：月～金曜日（祝日除く）８時30分～17時15分

場所・問合せ名称

地域包括支援センター 西条

市庁舎本館１階

高齢介護課内

TEL0897－52－1412

　４月２日㈪から、東予・丹原・小松地区にお住まいの方
がより利用しやすくなるよう、新たに「地域包括支援セン

ターサブセンター西部」を東予総合支所内に開設します。

地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員などが中心となり、お互いに連携をとってチ

ームとして活動し、地域で

暮らす高齢者の介護・福祉

・健康・医療などを総合的

に支えています。高齢者に

関する悩み・困り事など、

お気軽にご相談ください。

地域包括支援センターの役割

さまざまな相談に対応します

　介護や福祉・医療に関する事、どこに相談した

らいいか分からない心配事や悩みについて、お気

軽にご相談ください。

適切なサービスを提供できるように支援します

　高齢者一人一人の心身の状態や生活環境の変化

などにおけるさまざまな問題を解決するため、関

係機関のネットワークを利用して支援します。包

括的・継続的なケアマネジメントを実現するため

介護支援専門員に対する後方支援を行います。

高齢者の権利を守ります

　高齢者の人権や財産を守るために必要な援助や

虐待の早期発見・防止に努めています。

サブセンター西部
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